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◆ 帯広市の住宅
■ 市営住宅

主な募集方法

①定期募集による入居者募集

②随時受付による入居者募集

③順番待ちによる入居者募集

④コミュニティー促進世帯（子育て世帯）向け入居者募集

　市営住宅は、住宅に困っている所得の低い方のために、低廉な
家賃で住宅を供給するものです。

　同居者に小学校就学前の子が１人以上いる世帯を対象に、抽選により入居者を決定し
ます。入居申込みの受付及び抽選は、①と併せて実施します。

　市営住宅には、一般世帯向けの住宅以外に、単身者向け住宅、
高齢者向け住宅、車いす専用住宅、母子専用住宅などがありま
す。

　下記地図記載の住宅（車いす専用・母子専用除く）については、5月、7月、9月、11
月、１月、３月の年6回行います。（５月、９月、１月の募集については直近の募集で
応募のなかった住宅の申込みを受付けます。）

　また、募集月の１５日前後に抽選会を行って入居者を決定します。詳しい日程につい
ては、『広報おびひろ』や帯広市のホームページでお知らせします。

　２回連続で定期募集に応募がなかった住宅については、入居申込みを随時受付しま
す。対象となる住宅を奇数月下旬から帯広市のホームページ及び住宅営繕課窓口で発表
し、偶数月の最初の開庁日に受付を開始します。

　募集する住宅は、それぞれの募集月の前月２５日頃から帯広市のホームページのほ
か、住宅営繕課窓口及び各支所で配布する、『募集住宅紹介』で発表します。

　大正、川西、清川、広野地区の住宅、車いす専用住宅及び母子専用住宅については、
入居申込みを随時受付します。入居可能な住宅が準備でき次第、申込みをされた順番に
住宅を斡旋します。

住まいを借りる・貸す方へ
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住宅の種類別募集方法

※抽・・・抽選　　順・・・順番待ち
※単身者については、年齢制限等の条件がありますので、詳しくは、お問合せください。
※若年単身者の柏林台については、柏林台団地南町の4階と5階の随時募集のみ。

■ 特定公共賃貸住宅

申し込みできる人

① 同居する世帯全員の合計所得が、月額15万8千円を超え48万7千円以下の人

② 同居親族がある人（1ＬＤＫの住宅については単身者でも可）

③ 住宅を保有せず、自ら居住する住宅を必要とする人

④ 申込者が暴力団員でないこと、かつ警察への照会に同意すること

該当する市営団地

大正団地 大正町基線100番地

★問い合わせ：帯広市役所3階　住宅営繕課
  ℡ 0155-65-4190

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ

○

住戸タイプ

所　在団地名
1
Ｌ
Ｄ
Ｋ

　入居申込みは随時受付します。希望の住宅に空き部屋ができた
時に、受付順に入居となります。

　特定公共賃貸住宅とは、中堅所得者（市営住宅の所得基準を超
える人）を対象にした住宅です。

抽 順 抽 順 抽 順 抽 順 抽 順 抽 順 抽 順 抽 順

南東団地 ○ ○ ○

公園東町団地 公園東町2丁目 ○

北郊団地 ○ ○

柏林台団地 柏林台 ○ ○ 〇※ ○ ○

緑ヶ丘団地 西14条南17丁目 ○

緑央団地 緑ヶ丘東通東27番地 ○

稲田団地 西15条南36丁目 ○ ○ ○

若葉団地 西17条南6丁目 ○ ○ ○

明和団地 西19条南4丁目 ○ ○

新緑団地 西21条南4丁目 ○

大空団地 大空町 ○ ○ ○

川西団地 川西町西3線 ○ ○ ○

広野団地 広野町西2線 ○ ○ ○

清川団地 清川町西1線126番地 ○ ○ ○

清川第二団地 清川町西3線127番地 ○ ○ ○

大正団地 大正町基線100番地 ○ ○ ○

大正第二団地 大正町443番地 ○ ○ ○

センターシティ1 西4条南10丁目 ○ ○ 〇 ○ ○

西14条南1丁目・２丁目

団地名 所　在

一
般
世
帯

単
身
者

高
齢
単
身

向
け

車
い
す

専
用

母
子
専
用

多
家
族
世

帯
向
け

東5条南18丁目・19丁目

若
年

単
身
者

高
齢
世
帯

向
け

※※※※※※※

6



◆ 北海道の住宅

■ 道営住宅

帯広市内の道営住宅団地

※ 住宅の種類については、募集時の空き状況、需要などにより決定します。

詳しくはお問い合わせください。

★問い合わせ：道営住宅（帯広圏）指定管理者
  エーワン・創造設計舎コンソーシアム
  ℡ 0155-22-2013

★ホームページ：https://www.obihiro-chintai.com

　道営住宅とは、公営住宅法に基づき国の補助金を受けて北海道
が整備し、住宅に困っている所得の低い方を対象に供給している
ものです。
　募集は公募と随時募集があり、公募は年４回（５月、８月、11
月、２月）行っています。
　詳細は新聞、広報または下記ホームページなどによりお知らせ
しています。

団地名 所　在

緑西団地 西16条南4丁目

柏林台２団地 柏林台中町2丁目

柏林台中央団地 柏林台中町1丁目

大空２団地 大空町9丁目

大空団地 大空町1丁目

公園東町団地 公園東町2丁目

西帯広団地 西24条南1丁目

緑ヶ丘団地 西15条南17丁目

新緑団地 西21条南4丁目

新緑第２団地 西23条南3丁目

中央団地
東8条南12丁目
東7条南13丁目
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◆ 移住・住みかえ支援機構が行う制度
■

利用できる方

対象となる住宅

■ JTI賃貸住宅

★問い合わせ：一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI）
  ℡ 03-5211-0757

★受付時間：9時～17時(土日祝を除く)

◆ その他の住宅・居住支援

■

☆ 物件概要

名　　　称 マンションふるさと館

所　在　地 帯広市東１３条南６丁目１番地２３

募 集 戸 数 ２５戸（１ＤＫ：１１戸 、 ２ＤＫ：１４戸）

規模・構造 鉄筋コンクリート造　５階建

★問い合わせ：株式会社ハピオ不動産センター
  音更町木野大通西６丁目１番地
  ℡ 0155-31-2135

　帯広市内では、高齢者向け優良賃貸住宅として北海道知事より
認定を受けている物件が１件あります。

マイホーム借上げ制度 　50歳以上の方のマイホームを最長で終身にわたって借上げ、国
の基金によるサポートも得て、安定した賃料収入を保証するもの
です。制度利用者は賃借人のいるいないにかかわらず、JTIを通
じて賃料収入を得ることができます。

　マイホーム借上げ制度によりシニアから借上げた良質な住宅
で、優良戸建てが多い、敷金礼金不要という賃貸住宅です。

　利用者が単独所有または第三者と共同所有する日本国内にある
住宅で、一定の条件を満たすもの。一戸建て、共同建て（タウン
ハウス等）、マンション等の集合住宅のいずれも対象となり、現
在居住している必要はありません。

　高齢者の方が、安全に安心して居住できるように、「バリアフ
リー化」され、「緊急時対応サービス」の利用が可能な優良賃貸
住宅です。

高齢者向け優良賃貸
住宅

　事業者に対して、国や地方公共団体が整備費の一部や家賃の減
額に対する補助を行うことで、高齢者の方に対して低廉な負担額
で供給することができます。

　日本に居住する５０歳以上の方、または海外に居住する５０歳
以上の日本人、及び両者の共同生活者(１名まで)

※５０歳未満の方でもご利用できる場合があります。
　下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

賃
貸
物
件
を
借
り
た
い
人

マ
イ
ホ
ー
ム
を
貸
し
た
い

JTI

移住・住みかえ
支援機構

借家契約

空室時も
賃料保証

定期借家契約

敷金・礼金
なし
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■

   

★問い合わせ：ＮＰＯ法人シーズネット
  ℡ 011-708-8567

☆ 帯広市登録分サービス付き高齢者向け賃貸住宅（※令和8年4月1日時点、登録順）

※

★検索サイト：サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
　　https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/index.php

きずき新緑

サービス付き高齢者向け住宅
コムニの里みどりヶ丘

サービス付き高齢者向け住宅
あやとり

稲田町基線2番地1

所在

大通南5丁目11番地1

問い合わせ先

シニア・ハイツ鳳悠
0155-67-5130

株式会社　フジライフ
0155-23-0606

ミサワホーム北海道　株式会社
011-822-7771

ベル　ラヴィ　るくる
0155-26-4111

はるすのお家とかち
0155-41-3328

東4条南20丁目6番4

社会医療法人北斗
0155-48-3510

清流東4丁目4番地10

東3条南27丁目4番地

株式会社　レヴァンテ
0155-66-6851

帯広市地域優良賃貸住宅　はなえみ

医療法人　十勝勤労者医療協会
0155-21-4718

株式会社ライフシップ
011-215-5138

清流西2丁目22番地7

ライフシップ帯広西5条

有料老人ホームあじさい

サービス付き高齢
者向け住宅

西17条南4丁目25番18号

　 介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供す
るバリアフリー構造の住宅です。

西7条南26丁目13番地１

西3条南12丁目

   住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード
面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活
相談サービスが提供され、高齢者が安心して暮らすことができる
環境が整った賃貸住宅です。

名称

シニア・ハイツ 鳳悠

ケアタウン とてっぽの丘 るくる

ブランJR帯広駅前

ベル ラヴィ るくる

はるすのお家とかち

西7条北5丁目12番地16

白樺16条西1丁目

西5条南32丁目19番1

サービス付き高齢者向け住宅
コムニの里みどりヶ丘
0155-58-2800

サービス付き高齢者向け住宅
おびこハウス
0155-20-3101

株式会社　アルムシステム
0155-49-4560

株式会社しらかば
0155-27-1430

緑ヶ丘8丁目1番地32

株式会社　ＴＭらいふサポート
0155-67-8668

西14条南32丁目5-1

東9条南19丁目1番地

株式会社　築
0155-22-5147

東4条南10丁目

西12条北2丁目

サービス付き高齢者向け住宅
つながり
0155-66-6236

サービス付き高齢者向け住宅
おたがいさま
0155-26-7132

サービス付き高齢者向け住宅
つながり

サービス付き高齢者向け住宅
おたがいさま

サービス付き高齢者向け住宅
おびこハウス

清流の里サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅
ミナハウス川北

高齢者住宅ほのぼの

物件に関する詳細な情報をお求めの場合は、各物件の問い合わせ先に直接ご連絡いただくか、検索
サイト「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で検索してください。
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■

申し込みできる人
①（子育て世帯向け）

イ、小学校就学前の子どもがいる世帯
ロ、本人または配偶者が妊娠している世帯
ハ、新婚世帯（配偶者を得て5年以内で、夫婦の満年齢の合計が60歳以下で子がいない）

②（高齢者世帯向け）申込者が60歳以上で、単身または夫婦等であること
③同居する世帯全員の月額の合計所得が、１５万８千円以下であること
④自ら居住する住宅を必要としていること
⑤入居者または同居しようとする人が暴力団員でないこと

☆ 対象住宅

子育て世帯向け

※家賃は家賃負担軽減後の金額です。

44,000円 ㈱アルゼ不動産

３LDK 41,000円

西16条北2丁目1
番2

37,000円～
39,000円

２LDK

間取り

㈱総合設計２LDK

ピタットハウス帯広
店

２LDK

エイブルネットワー
ク西帯広店

38,000円～
40,000円

38,000円

㈱エヌ・ケイ・シー
ソリューション

西11条南26丁目
72番

39,000円～
41,000円

0155-24-5510

㈱エヌ・ケイ・シー
ソリューション

0155-24-5510

グレーテスト
１３

西13条南17丁目
3番2

41,000円

ステラⅡ

白樺16条西9丁目
14番

42,000円

２LDK

0155-22-2009

賃貸住宅名 所在 電話番号問い合わせ先

0155-67-0022

東8条南3丁目1番
45

0155-49-3030

0155-37-1010

COMUNI

西7条南4丁目11
番2

COMUNIⅡ
東2条南7丁目2番
2

41,000円

41,500円

3LDK

帯広市地域優良賃貸
住宅補助事業

　帯広市地域優良賃貸住宅は、居住の安定に特に配慮が必要な子
育て世帯・高齢者世帯を対象とした住宅です。
　子育て世帯向けは本来の家賃から３万円、高齢者世帯向けは２
万円の家賃負担の軽減を行います。
　入居申込みの詳細については、下記の事業者にお問い合わせく
ださい。

39,000円～
41,000円

㈱エーワンホーム

スピカⅡ

西5条南5丁目4番
7

東4条南24丁目1
番3

家賃

41,000円

0155-22-2009

東６条南８丁目７
番

BIOU６・8

清流西３丁目６番

0155-49-3030

グリーンテラス
自由が丘

自由が丘1丁目12
番1

FELICO

0155-22-2009

ユアテラス

㈱エーワンホーム

㈱エーワンホーム

２LDK

２LDK

㈱エーワンホーム

㈱総合設計

２LDK

２LDK 43,000円

２LDK

0155-22-2009

Bona　unus

㈱総合設計

㈱総合設計

西11条南34丁目
25番4

0155-67-5072

0155-22-2009

シエログランデⅢ

0155-49-3030

41,000円グローラ

西17条南5丁目4
番34

２LDK

清流東3丁目4番
11

デュオあづさ

㈱エーワンホーム40,000円２LDK

0155-49-3030

0155-22-2009

㈱北のハウス

いなだ365日

41,000円

COMUNIⅢ

0155-22-5147レアーレ7 ２LDK

西9条南19丁目8
番1

２LDK

２LDK

㈱エーワンホーム
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高齢者世帯向け

※家賃は家賃負担軽減後の金額です。

㈱しらかばミナハウス川北

清流の里
サービス付き高齢
者向け住宅

帯広市地域優良賃
貸住宅はなえみ

30,000円

0155-27-1430

１LDK

１R

55,000円

西7条北5丁目12
番

東9条南19丁目1
番3

１R

１R 26,000円

間取り 家賃 問い合わせ先

10,000円
清流西2丁目22番
地7

㈱賃貸管理

㈱アルム 0155-47-0993

0155-27-6577

電話番号賃貸住宅名 所在
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■

・

・

☆ 対象住宅

　 ℡ 03-6803-6294

 9時30分～17時（12時～13時は除く） 
★ホームページ：https://db.anshin-kyoju.jp/guest/

住宅確保要配慮者
あんしん居住推進事業

★受付時間：月曜～金曜（祝日、年末年始を除く）

※入居可能な物件は下記ホームページで空室情報をご確認ください。ホームページを確認することが難し
　い場合には、下記へお問い合わせください。

　高齢者・障害者・子育て世帯の居住の安定確保を図るため、居
住支援協議会等との連携の下、入居ニーズや住宅オーナーの意向
を踏まえた上で、空き家等を活用し一定の質が確保された低廉な
家賃の賃貸住宅の供給が目的で、空き家等の改修工事に対しての
補助を行う事業です。

★問い合わせ：住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室

対象世帯について
①高齢者世帯　②障害者世帯　③子育て世帯
所得制限について
入居の際の月額収入が各地域の協議会が定めた一定金額以下であ
り、従前の居住地が持家でない方が入居対象となります。

住宅名 住　所 問い合わせ先 電話番号

ヴェルデ 西１３条北３－１－３８ 株式会社　グッド住マイル 0155-20-7458

エスペラントⅡ 西３条南３０－１０ 株式会社　エーワンホーム 0155-22-2009

大通南8丁目マンション 大通南８－１－２ 株式会社　エーワンホーム 0155-22-2009

シェルメゾンA 東５条南６－６ 小椋慎二 0155-23-4476

ハイツ74 西７条南４－５－１ 有限会社　帯広ドットコム 0155-27-6577

ベルピア18 東１条南１８－７－２ 株式会社　エーワンホーム 0155-22-2009

12



■

・ 対象世帯について
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯　等

☆ 対象住宅

セーフティネット住宅 　セーフティネット住宅とは、空き物件を活用し、セーフティ
ネット住宅情報提供システムに登録された入居者条件の範囲内で
住宅確保要配慮者の入居を受け入れている住宅です。

賃貸住宅名 住所

AI　１５KAN 西１５条北８丁目

Amy　Ⅱ 西１２条南４０丁目

Amy　Ⅴ 清流東１丁目

Amy　Ⅵ 清流西２丁目

B・Bグレイス 西１６条南１丁目

Belice 西２３条南１丁目

E１５KAN 東１条南５丁目

Nシャトーリバティー 西１２条南３３丁目

Ｔ．ウエスト 西１８条南５丁目

Ｔ．オ−ブ 西１３条南１１丁目

アビタシオンRei２０１９ 西１条南２２丁目

アビタシオンRei２０２５ 西１条南２２丁目

アプローズ 西１６条北１丁目

イグジスタンス　ヤス 西１条南１丁目

ウィート　ベル 西３条南２０丁目

ウェルデ壱番館 西１７条北１丁目

ヴェントルーチェ 西１１条南１８丁目

エムズアール 西１３条南３３丁目

エムズアール　ウエスト 西２４条南２丁目

エリクラール 白樺１６条東７丁目

オビイーズ 西１７条北１丁目

カーサ．エテルノ 西２０条南５丁目

カーサ・クオーレ 西１５条北５丁目

カサ・ミラ 西１８条南５丁目

ガーディノディルースⅡ 東２条南２８丁目

ガーディノディルースⅢ 東１条南２８丁目

クシースペース 西１１条南３４丁目

グッド　ワン 西１３条南１２丁目

グランディアⅠ 東１条南２６丁目

グランド　コモンズ 東６条南１２丁目

グランドコモンズⅡ 東８条南１２丁目

グランドスラム・１０５ 東１０条南５丁目

クリエイトⅡ 西１４条南１２丁目

グレイス・柴田 西１２条南２６丁目

グレイスリッチ 西１６条南４丁目
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※

　 ℡ 03-5229-7578

 10時～17時（12時～13時は除く） 
★ホームページ：https://safetynet-jutaku.mlit.go.jp/guest/index.php

一般社団法人　すまいづくりまちづくりセンター連合会★問い合わせ：

入居可能な物件は下記ホームページで空室情報をご確認ください。ホームページを確認することが難
しい場合には、下記へお問い合わせください。

★受付時間：月曜～金曜（祝日、年末年始を除く）

セーフティネット住宅登録事務局

コンチェルト 東１条南１１丁目

ジェム　ビーンズ 西９条南２８丁目

シェーリー　ビーンズ 西９条南２８丁目

ジャスティ 大通南１９丁目

セレーノK 西８条南２５丁目

セレーノKⅡ 東８条南３丁目

セントラルガーデン１０B 東１０条南２丁目

タヴォロッツァ　カーサー 東１２条南５丁目

チアファル　１７５ 西１７条南５丁目

ニューライフ東2条 東２条南8丁目1-1

ハイツ清流 西１１条南４１丁目４-７

ハイツせせらぎ 西１３条南３９丁目1-12

パークサイド２１　Ⅰ 西２１条南３丁目

パークサイド２１　Ⅱ 西２１条南３丁目

パークサイド２１　Ⅲ 西２１条南３丁目

ハーツ　ジール 西１０条南４１丁目

バーミィヴィラK 西３条南１６丁目

パルコ伏古別 西２２条南２丁目

ビレッジハウス大成 01 西２５条南2丁目7-10

ビレッジハウス大成 02 西２５条南2丁目7-10

フジモトビル 西２条南１０丁目

プラシード・M 西１６条北１丁目

プラシード・Y 西１６条北１丁目

ブリッジ　１３ 東１３条南７丁目

ブルースカイ 東９条南４丁目

フレスクーラ 西２条南５丁目

プレリュード 西６条南１２丁目

ベルメゾン　シオン 西１６条南６丁目

ボヌール 西１６条南６丁目

マンション鹿内 西１７条南１丁目

ユーハイムすずらん 新町東３丁目

ルミエール 西１６条南５丁目

レジデンス　ミソラ 西１２条南３０丁目

レラメールⅢ 西１２条南３２丁目

ワイ・ケー　グラース 西１８条南５丁目

ワイズ　スクエア２１ 大通南２１丁目
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◆ 帯広市の助成

■ 　省エネ性能、耐久性能や耐震性能に優れた高性能・高品質な住宅
の取得を支援します。

〇 補助額

〇 募集件数

〇 募集期間 令和８年４月１日（水）～　令和８年１０月３０日（金）
※土・日・祝日の受け付けは行いません。
※先着順に申請を受け付けます。

※完了実績報告書は令和９年２月１９日（金）まで、請求書は
　令和９年２月２６日（金）までに提出が必要です。

　
　

★問い合わせ：帯広市役所6階　建築開発課
℡ 0155-65-4179

★問い合わせ：北海道 建設部 住宅局 建築指導課

℡ 011-204-5577
★ホームページ：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/156805.html

　北海道では、ゼロカーボン北海道の実現に向け、再生可能エ
ネルギーや道産木材活用などの住宅の脱炭素化に資する様々な
対策を取り入れた質の高い住宅を「北方型住宅ＺＥＲＯ」とし
て認定する制度を創設しました。
　「北方型住宅2020」をベースに、脱炭素化に資する対策に
ついて、ＣＯ２排出量の削減効果に応じてポイントを設定し、
１０ポイント以上の対策を講じるものを認定します。

・建設業法による許可を受け建設工事を請け負う、市内に事務所ま
　たは営業所等を有する事業者で、きた住まいるメンバーであるこ
　と。
※当該工事の全てを他に委託することはできません。

対象となる方

工事施工者

１０件

　

４５万円

条　　　　件

・市税等の滞納がない方
　（納税状況によって対象となる場合があります。）
・暴力団員でない方
・過去におびひろ住宅づくり奨励金、おびひろスマイル住宅補助金
　及び本補助金を受けていない方

・自己の居住用に市内に新築するもので、北方型住宅ＺＥＲＯによ
　る新築住宅であるもの
・専用住宅または併用住宅で、専ら自己の居住の用に供される部分
　の床面積が、５０平方メートル以上２８０平方メートル以下であ
　ること。

対象住宅

北方型住宅ＺＥＲＯ
補助金

住まいを建築・購入する方へ

①夫婦で居住または、ひとり親家庭で子供と共に居②自己もしくは配偶者または、夫婦共有で所有③所有権保存登記の受付年月日において、④同居する家族全員の総所得が５５０万円⑤住宅所有者の住宅ローン借り入れ額が⑥同居する家族全員が市区町村民税を⑦過去に同奨励事業の交付を受けていないこと※給与の支払を受ける人の場合、収入額で約７５０万円相当になります。 ①北方型住宅 または、省エネ基準（平成②北方型住宅の場合は申請日前６ケ月③延べ床面積が５０㎡以上２８０㎡まで④建築基準法の適用を受ける場合は完了⑤自己の居住用に新築 または 新築住宅⑥住宅の建設又は購入については、帯広市
申請の条件

申請の条件

北方型住宅ＺＥＲＯとは
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◆ 国の助成

■

・注文住宅の新築、及び
　新築分譲住宅の購入

対象となる方
1

2

対象となる新築住宅
・

・
・
・

・

対象となる期間 ・

・

・

補助額※
※1～4地域

手続き期間 交付申請の予約 申請受付開始～予算上限に達するまで
（遅くとも2026年11月16日まで）

交付申請 申請受付開始～予算上限に達するまで
（遅くとも2026年12月31日まで）

★問い合わせ：住宅省エネ2026ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ補助事業合同お問い合わせ窓口
  ℡ 0570-081-789（ナビダイヤル）
　※各種補助事業（みらいエコ住宅・先進的窓リノベ・給湯省エネ）の合同窓口

★受付時間：９時～１７時（土・日・祝日含む）
★ホームページ：https://mirai-eco2026.mlit.go.jp

・長期優良住宅　：80万円/戸

※子育て世帯　：平成19（2007）年4月2日以降出生の子を
　　　　　　　　有する世帯
※若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが昭和60（1985）年4月2
　　　　　　　　日以降に生まれた世帯

住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である

・ＧＸ志向型住宅：125万円/戸

（建替前住宅等の除却を行う場合：60万円/戸）

主な対象条件

所有者（建築主、または購入者）自らが居住する

下表に示す補助対象住宅の対象となる世帯
以下の１、２を満たす方

みらいエコ住宅2026事業

・ＺＥＨ水準住宅：40万円/戸

2027年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了してい
ること

（建替前住宅等の除却を行う場合：100万円/戸）

 ※みらいエコ住宅2026事業（リフォーム）については26ページをご覧ください。

　2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する良質なストック
形成を図るため、「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特
に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築を実施し、物
価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業
です。

「基礎工事」への着手：2025年11月28日以降に、基礎工事に
着手したもの
一定以上の出来高の工事完了：基礎工事の完了～2027年1月31
日

みらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する
方、または不動産売買契約を締結し新築分譲住宅を購入（所有）
する方

証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認でき
るもの

未完成または完成から１年以内であり、人の居住の用に供したこ
とのないもの（「新築分譲住宅の購入」のみ）

※他にも条件があります。詳細はみらいエコ住宅事業者、ま
　たは問い合わせ窓口に確認ください

工事請負契約、または不動産売買契約の期間は問わない（ただ
し、新築の場合は建築着工までに、分譲住宅購入の場合は交付申
請までに契約が締結されている必要あり）

補助対象住宅 対象となる世帯

GX志向型住宅 すべての世帯

長期優良住宅

ZEH水準住宅
子育て世帯または若者夫婦世帯
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■

・ZEH支援事業

▶ZEH

対象となる住宅 ・ZEH

・Nearly ZEH （寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る）

・ZEH Oriented （都市部狭小地の二階建以上及び多雪地に限る）

交付要件 交付要件については、お問い合わせ窓口に確認ください。

補助額 55万円/戸

▶ZEH＋

対象となる住宅 ・ZEH＋

・Nearly ZEH＋　（寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る）

交付要件 交付要件については、お問い合わせ窓口に確認ください。

補助額 90万円/戸

※共通事項

申請対象者 ・新築住宅を建築・購入する個人

・新築住宅の販売者となる法人

・

公募方法 先着方式

募集期間 ＜一般公募＞

単年度事業　 2026年5月21日～2026年12月11日

複数年度事業 2026年11月6日～2027年1月8日

＜複数年度事業の２年目＞  2026年5月14日～2026年6月26日

★問い合わせ：一般社団法人　環境共創イニシアチブ　
　　　　　　　ZEH支援事業問合せ窓口

  ℡  03-5565-4030
★受付時間：平日　10時～17時
★ホームページ：https://zehweb.jp/house

追加補助額

　高断熱性能、高効率な設備・システムの導入による「省エネ」
と、再生可能エネルギーを創り出す「創エネ」によって、エネル
ギー収支が正味ゼロとなる住宅の新築などに対する補助制度です。

ハウス支援事業

ＺＥＨ及びＺＥＨ＋ともに、追加補助額を受けられる場合があり
ます。詳細は、問い合わせ窓口にてご確認ください。

ネット･ゼロ･エネルギー
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以下の①～③の全てに適合した住宅
①強化外皮基準（１～８地域の平成28年省エネルギー基準
　（ηＡＣ値、気密・防露性能の確保等の留意事項）を満
　たした上で、ＵＡ値 １・２地域：0.4［Ｗ/㎡Ｋ］以下、
　３地域：0.5［Ｗ/㎡Ｋ］以下、４～７地域：0.6
　［Ｗ/㎡Ｋ］以下）
②再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費
　量から20％以上の一次エネルギー消費量削減
③再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消
　費量から75％以上100％未満の一次エネルギー消費量
　削減
※エネルギーに係る設備については所有者を問わず、当該
　住宅の敷地内に設置されるものとする

以下の①、②に適合した住宅
①強化外皮基準（１～８地域の平成28年省エネルギー基準
　（ηＡＣ値、気密・防露性能の確保等の留意事項）を満
　たした上で、ＵＡ値 １・２地域：0.4［Ｗ/㎡Ｋ］以下、
　３地域：0.5［Ｗ/㎡Ｋ］以下、４～７地域：0.6
　［Ｗ/㎡Ｋ］以下）
②再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費
　量から20％以上の一次エネルギー消費量削減
　※再生可能エネルギー未導入でも可
　※都市部狭小地（北側斜線制限の対象となる用途地域
　　（第一種及び第二種低層住宅専用地域並びに第一種
　　及び第二種中高層専用地域）等であって、敷地面積
　　が85㎡未満である土地。ただし、住宅が平屋建ての
　　場合は除く）及び多雪地域（建築基準法で規定する
　　垂直積雪量が100㎝以上に該当する地域）に建築
　　される場合に限る
※エネルギーに係る設備については所有者を問わず、当該
　住宅の敷地内に設置されるものとする

Nearly　ZEHとは

以下の①～③の全てに適合した住宅
①強化外皮基準（１～８地域の平成28年省エネルギー基準
　（ηＡＣ値、気密・防露性能の確保等の留意事項）を満
　たした上で、ＵＡ値 １・２地域：0.4［W/㎡Ｋ］以下、
　３地域：0.5［Ｗ/㎡Ｋ］以下、４～７地域：0.6
　［Ｗ/㎡Ｋ］以下）
②再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費
　量から20％以上の一次エネルギー消費量削減
③再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消
　費量から100％以上の一次エネルギー消費量削減
※エネルギーに係る設備については所有者を問わず、当該
　住宅の敷地内に設置されるものとする

「ZEH」(ネット・ゼ
ロ・エネルギー・ハウ
ス)とは

ZEH　Orientedとは
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◆ 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）が支援する融資

■ フラット３５

借入額 ・

借入金利 ・ 全期間固定金利

利用できる人 ・ 申込時の年齢が原則として70歳未満の方
・ 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
・

借入対象 ・
となる住宅 ・ 住宅の床面積が次の基準に適合する住宅

【一戸建て・連続建て・重ね建ての場合】 床面積50㎡以上
【共同建て（マンションなど）の場合】 床面積30㎡以上

■ フラット３５Ｓ
（優良住宅取得支援制度）

・フラット35Ｓ 
（ＺＥＨ）

・フラット35Ｓ 
（金利Ａ・Ｂプラン）

※備考 ・

・

・

認定低炭素住宅とは

長期優良住宅とは
　

35％以下

住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅

すべての借入れ（フラット35及びその他の借入れ）に関して、年
収に占める年間合計返済額の割合が、次の基準を満たす方等

対象住宅

年　収 400万円以上

　フラット35をお申し込みの方が、省エネルギー性、耐震性など
に優れた住宅を取得される場合に、フラット35の借入金利を一定
期間引き下げる制度です。

当初5年間　年▲0.25％

30％以下基　準

当初5年間　年▲0.75％

ZEH、NearlyZEH、ZEH
Oriented　など

金利引き下げ幅・期間

　「長期優良住宅」とは構造・設備について、「長期にわたり良
好な状態で使用するための措置」が講じられた優良な住宅のこと
です。
　長期優良住宅を建築・維持保全しようとする人は、当該住宅の
「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁（帯広市の区
域においては帯広市長）の認定を申請することができます。
　計画の認定を受けた住宅は、税の減税を受けることができま
す。

　高断熱性能、高性能設備機器と制御機構等を組み合わせ、住宅
の年間の一次エネルギー消費量が正味（ネット）でゼロとなる住
宅が対象となります。

　省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅が対象となります。

土砂災害特別警戒区域内で新築住宅を建設または購入する場合、
【フラット35】Sはご利用いただけません。
フラット３５Ｓには予算金額があり、予算金額に達した場合、受
付終了となります。
新築住宅の建設・購入、及び、中古住宅の購入が対象です。

金利引き下げ
幅・期間

Ａプラン

Ｂプラン

当初5年間　年▲0.50％

認定低炭素住宅、長期優良住宅、
耐震等級の高い住宅など

対象住宅

　民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年
の全期間固定金利の住宅ローンです。最高1億2,000万円まで借
り入れができ、建設費（建設に付随して取得した土地の購入費を
含めることも可）または、購入価格が借入額以内の新築住宅、中
古住宅が対象となります。

　※長期優良住宅、認定低炭素住宅に関する減税制度については36ページをご覧ください。

400万円未満

100万円以上1億2,000万円以下で、建設費または購入価額以内
（1万円単位）

　断熱性能の確保等により、一次エネルギー消費量が省エネ基準
に比べ２０％以上削減され、再生可能エネルギー利用施設を導入
した住宅です。また、低炭素化についての措置（HEMSの導入、
節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策）を一定以上講じ
ている住宅です。
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■ フラット５０

借入額 ・

借入期間 ・

（１）　「80歳」－「申込時の年齢」
（２）　50年

借入金利 ・ 全期間固定金利（資金受取時の金利が適用されます。）

利用できる人 ・ 申込時の年齢が満44歳未満の方

・

・

借入対象 ・

となる住宅 ・

【一戸建て・連続建て・重ね建ての場合】 床面積50㎡以上
【共同建て（マンションなど）の場合】 床面積30㎡以上

★問い合わせ：（独）住宅金融支援機構

カスタマーセンター

 ℡ 0120-0860-35（通話無料）

★受付時間：9時～17時（祝日、年末年始を除く）

★ホームページ：https://www.flat35.com/

※

35％以下

36年以上で、かつ、次の（１）または（２）のいずれか短い年数
が上限となります。

100万円以上1億2,000万円以下で、建設費または購入価格の9
割以内（1万円単位）

基　準

※技術基準のうち、住宅の床面積の基準は次のとおりです
住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であること

長期優良住宅、予備認定マンション、管理計画認定マンションの
いずれかであること。

年　収

帯広市内の取扱い金融機関については、(独)住宅金融支援機構カスタマーセンターへ
お問い合わせください。

400万円以上
30％以下

400万円未満

（親子リレー返済をご利用される場合は、満44歳以上の方もお申
し込みいただけます。）

すべての借入れ（フラット50及びその他の借入れ）に関して、年
収に占める年間合計返済額の割合が、次の基準を満たす方等

　長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象とした、最長５０年の
全期間固定金利住宅ローンです。

日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
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◆ 帯広市の助成
■

○助成額 1０万円（消費税除く）以上の改修工事に対して、
5万円を補助。

○募集件数　 （a）長寿命：１５０件
（b）ＵＤ化：１０件
 （c）省エネ化 ：２２０件
※ 募集件数は予算の状況により変更となる場合があります。

○募集期間 令和８年４月１日（水）～ 令和９年１月２９日（金）

※土・日・祝日の受付は行いません。

※完了実績報告書は令和９年２月１９日（金）まで、

　請求書は令和９年２月２６日（金）までに提出が必

　要です。

○受付場所 帯広市役所　6階　建築開発課窓口

　

★問い合わせ：帯広市役所6階　建築開発課

  ℡ 0155-65-4179

・市税等を滞納していない方（納税状況により対象となる場合がありま
　す。）
・所得の世帯総額が5５０万円以下（確認できる最新のもの）
・暴力団員でない方
・過去１０年以内に住宅リフォーム助成または住まいの改修助成を受け
　ていない方
・昭和56 年5 月31 日以前に建築された住宅（旧耐震基準の住宅）に
　ついては、市で行う「無料耐震簡易診断」を受けなければなりません。

条　　　　件

　市内の施工業者を利用して住宅の改修を行う場合、その費用の
一部を助成します。

＜対象工事＞
　省エネ化、長寿命化やユニバーサルデザイン化に対応する工事(屋根・
　外壁の改修、段差解消、手すり設置などの住宅性能が向上する改修工
　事、窓及びドアの断熱性能を高める改修工事、節水型トイレ設置工事)

＜対象外工事＞
   部分的な修繕工事費、産業廃棄物運搬処理費、給湯器設置工事、スト
　ーブ設置工事、ガスコンロ・IHクッキングヒーターの購入費及び設置
　工事費、舗装などの外構工事など

工事施工者

住まいの改修助成金

・建設業等を営む方で市内に事務所、営業所等を有する法人または市内
　に住所を有する個人

対象リフォーム

備　　考
・省エネ化の工事について、一部のものに性能基準が設けられ、それら
　の工事については基準を満たすことがわかる書類（カタログのコピー
　等）の提出が必要となる。

対象となる方

対象住宅
・自ら所有し居住している市内の住宅
　空き家を購入し改修工事後に居住する場合も可

住まいをなおす方へ

申請の条件
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■

○補助額 最大３０万円（対象工事費用の３０％）

○募集件数　

○募集期間 令和８年４月１日（水）～募集件数に達するまで

※土・日・祝日の受付は行いません。

※完了実績報告書、請求書は令和９年３月１５日

　（月）までに提出が必要です。

　

★問い合わせ：帯広市役所6階　建築開発課
  ℡ 0155-65-4179

※ 北海道空き家情報バンクとは・・・

・建設業等を営む方で市内に事務所、営業所等を有する法人または市内に住
　所を有する個人

工事施工者

★問い合わせ：公益社団法人　北海道宅地建物取引業協会
　　　　　　　〒060-0001
　　　　　　　札幌市中央区北１条西17丁目
　　　　　　　（北海道不動産会館２階）
　　　　　　　℡ 011-642-4422（代表）

５件

・対象工事
【空家改修補助金】
　省エネ化、長寿命化やユニバーサルデザイン化に対応する断熱改修、屋根
　・外壁・内装の改修、段差解消、手すり設置などの住宅性能が向上する改
　修工事が対象

【空家除却補助金】
　補助の対象は、購入した空き家の除却工事費とします。

・対象外工事
   ストーブ設置工事、舗装などの外構工事、風除室などの増築工事は対象外

対象となる方

・対象住宅の所有者で、現に居住している、または改修した住宅もしくは除却
　後に新築した住宅に居住する方
・市税等を滞納していない方（納税状況により対象となる場合があります）
・所得の世帯総額が５５０万円以下（確認できる最新のもの）
・暴力団員でない方
・過去にこの制度による補助金の交付を受けていない方
・３親等以内の親族またはこれと同等と認められる者から購入していない方

【空家改修補助金】
○次のいずれかに該当するもの。
　・北海道空家情報バンクに登録された空家であること
　・建築後２０年以上経過した物件であること
　・帯広市における空家等対策の推進に関する協定書に基づく相談対応物件
　　（空家マッチングシステム対象物件）であること

【空家除却補助金】
○次のいずれかに該当するもの。
　・空家となって５年以上が経過しているものであること
　・帯広市における空家等対策の推進に関する協定書に基づく相談対応物件
　　（空家マッチングシステム対象物件）であること

帯広市空家購入等
補助金

対象工事

条　　　　件

　空家等の利活用の促進や、快適な住環境の充実を図るため、空
家を自ら居住するために購入された方に対し、改修工事または解
体工事にかかる費用の一部を補助します。

対象住宅

　北海道内の空家の有効活用を通して、移住・定住の
促進や住宅ストックの循環利用を図るために、道が運
営する制度です。所有者から売買などの希望があった
空家情報を、空家の利用を希望する人に提供します。

申請の条件
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□ ユニバーサルデザイン住宅に関する支援

■

○補助額

〇募集件数 ２０件

○募集期間 令和８年４月１日（水）～募集件数に達するまで

※土・日・祝日の受付は行いません。

○受付場所 帯広市役所　6階　建築開発課窓口

　

★問い合わせ：帯広市役所6階　建築開発課

  ℡ 0155-65-4179

対象住宅
・自ら居住している市内の住宅
※住宅の所有者と申請者が異なる場合は、住宅改修の承諾書が必要です。

　在宅身体障害者、要介護者、要支援者またはその同居家族の
方が、床の段差の解消や手すりの設置などの住宅の改修をする
場合に補助します。

対象となる方

備　　考

・手帳交付時の診断書（身体障害者）または主治医意見書（要介護認定
者）
　の写しの提出が必要となります（手帳交付時の診断書は障害福祉課、主
　治医意見書は介護高齢福祉課（いずれも市役所１階）で交付手続きを行
　います。）

条　　　　件

対象工事費（消費税を除く）の８０％を補助（上限30
万円）

※完了実績報告書、請求書は令和９年３月１５日
 （月）までに提出が必要です。

・建設業等を営む方で市内に事務所、営業所等を有する法人または市内
　に住所を有する個人

あんしん住宅改修
補助金

・改修する住宅に居住している、または、改修後に居住する方
・市税等を滞納していない方（納税状況により対象となる場合がありま
　す。）
・所得の世帯総額が5５０万円以下（確認できる最新のもの）
・暴力団員でない方
・次のいずれかひとつに該当する方
　①身体障害者福祉法に基づく１級または２級の身体障害者手帳の交付を
　受けている方
　②介護保険法に基づく要介護者または要支援者の認定を受けている方
・過去１０年以内に帯広市ユニバーサルデザイン住宅補助金または本制
　度に基づく補助金を受けていない方
・昭和56 年5 月31 日以前に建築された住宅（旧耐震基準の住宅）に
　ついては、市で行う「無料耐震簡易診断」を受けなければなりません。

＜対象工事＞
　段差解消工事、床材を滑りにくい素材に変更する工事、畳をフローリ
　ングに変更する工事、手すり設置工事、建具取替工事、浴室改修工事、
　キッチン改修工事、洗面台改修工事、トイレ改修工事などにより、在
　宅身体障害者または要介護者の居住の利便性を高めるよう改修する工事

＜対象外工事＞
   部分的な修繕工事費、給湯器設置工事、ストーブ設置工事、ガスコン
　ロ・IHクッキングヒーターの購入費及び設置工事費など

工事施工者

対象リフォーム

申請の条件
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□ 住宅の耐震化に関する支援

■

○対象 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅

■ 耐震診断補助金

○対象

○補助額 耐震診断費用の５０％を補助（上限５万円）

■ 耐震改修補助金

○対象

○補助額 耐震改修工事費が
・20万円未満の場合：その費用の額
・20万円以上、200万円以下の場合：20万円
・200万円超える場合：耐震改修工事費の10％

（上限30万円）

■ 旧耐震住宅建替え
補助金

○対象 ・

・

○補助額 建替費用の２３％を補助（上限３０万円）

■ 旧耐震住宅除却
補助金

○対象 ・

・

○補助額 除却費用の２３％を補助（上限１０万円）

★問い合わせ：帯広市役所6階  建築開発課

  ℡ 0155-65-4181

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
で、耐震診断において上部構造評点が0.7未満
と判定されたもの、または、旧耐震基準の木造
住宅の除却における容易な耐震診断調査票によ
り、倒壊の危険性があると判断されていること

　耐震診断をおこなう場合に一定の規準を満たすと費用の一部を
補助します。

　耐震診断により｢倒壊する可能性が高い」と診断された木造住宅
を解体し、同じ敷地内で住宅を建替えする場合に一定の規準を満
たすと費用の一部を補助します。

所有者が自ら居住しているまたは診断後居住す
る昭和56年5月31日以前に着工された木造住

　耐震診断により｢倒壊する可能性がある｣と診断された木造住宅
の耐震改修工事を行う場合に、一定の規準を満たすと費用の一部
を補助します。

所有者または所有者の１親等以内の親族が解体
を行う住宅

所有者または所有者の１親等以内の親族が建替
えを行い、建替え後、申請者が所有し、居住す
る住宅

　耐震診断により｢倒壊する可能性が高い」と診断された木造住宅を
解体する場合に一定の規準を満たすと費用の一部を補助します。

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
で、耐震診断において上部構造評点が0.7未満
と判定されたもの、または、旧耐震基準の木造
住宅の除却における容易な耐震診断調査票によ
り、倒壊の危険性があると判断されていること

　所有している住宅の耐震性の目安を把握していただくために、
無料で耐震簡易診断を実施しています。

所有者が自ら居住しているまたは改修後居住す
る昭和56年5月31日以前に着工された木造住
宅で、耐震診断において上部構造評点が1.0未
満と診断され、1.0以上に改修するもの

木造住宅の
無料耐震簡易診断

24



□ 介護保険に関する支援

■ 住宅改修費

○給付額

★問い合わせ：帯広市役所1階　介護高齢福祉課
  ℡ 0155-65-4151

　介護保険では、要支援・要介護の認定を受けた方が行った小規
模な住宅改修の費用のうち、条件を満たすことにより20万円を限
度額として9割、8割または７割が給付されます。ただし、着工前
に帯広市に申請し許可を受ける必要があります。

改修費用のうち20万円を上限額として、1割負
担の方には9割（最大18万円）を、2割負担の
方には8割（最大16万円）を、３割負担の方に
は７割（最大14万円）を給付します。

・市内に住所を有する方・自ら所有し居住している住宅・建築物の維持保全、長寿命化を目的としたもの・市内に住所を有する方・自ら所有し居住している住宅・建築物の維持保全、長寿命化を目的としたもの
申請の条件

次のどちらかに該当する方
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◆ 国の助成
■

【リフォーム】
対象となる方

対象となる住宅

対象となる
リフォーム工事

１ 要件化工事

２ 補助対象工事

対象となる期間 1

2

補助額・補助上限 1 補助額

2

手続き期間 ・交付申請の予約 申請受付開始～予算上限に達するまで
（遅くとも2026年11月16日まで）

・交付申請期間 申請受付開始～予算上限に達するまで
（遅くとも2026年12月31日まで）

★問い合わせ：住宅省エネ2026ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ補助事業合同お問い合わせ窓口
  ℡ 0570-081-789（ナビダイヤル）
　※各種補助事業（みらいエコ住宅・先進的窓リノベ・給湯省エネ）の合同窓口

★受付時間：９時～１７時（土・日・祝日含む）
★ホームページ：https://mirai-eco2026.mlit.go.jp

要件化工事とは、補助を受けるために必要な工事のことで、具体的
には、「義務基準」または「次世代省エネ基準」に適合させるため
に、本事業において予め定めた組み合わせで実施される工事です。

みらいエコ住宅
2026事業

補助対象工事とは、補助金額を算出するために必要な工事のこと
で、要件化工事に限らず、一定の条件を満たす工事が含まれます。
補助額は、補助対象工事に応じて定める額の合計になります。

工事請負契約日の期間
契約日は問いません（着工までに締結された工事請負契約が対象）
工事着手の期間

補助対象工事ごとに定められた補助額の合計（補助対象工事ごとの補助
額は、下記の問い合わせ先でご確認ください）

2025年11月28日～交付申請まで（遅くとも2026年12月31日）

本事業においては、リフォーム工事を「要件化工事」と「補助対象工
事」の２種類に大別します。

以下の①②の要件を満たす方が対象です。
①「みらいエコ住宅事業者」と工事請負契約等を締結し、リフォーム工
　事をする方
②リフォームする住宅の所有者等

　2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する良質なストック形成を
図るため、省エネ改修等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住
宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。

補助上限

※みらいエコ住宅事業者とは、予め本事業に登録した工事施工業者です。

平成２８年以前に新築された住宅であること。

義務基準に相当する工事 次世代省エネ基準に相当する工事

～平成３年 100万円/戸 50万円/戸

平成４年～平成２８年 80万円/戸 40万円/戸

実施する要件化工事の基準
対象となる住宅の

新築時期

要件化工事
①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、
③特定エコ住宅設備の設置

補助対象工事

①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、
③特定エコ住宅設備の設置、④エコ住宅設
備の設置、⑤子育て対応改修、⑥防災性向
上改修、⑦バリアフリー改修、⑧空気清浄
機能・換気機能付きエアコンの設置、⑨リ
フォーム瑕疵保険等への加入
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対象となる方
1
2

対象となる住宅

対象となる
リフォーム工事 1 対象製品を用いた下表に該当するリフォーム

2 補助額が５万円以上である

3 補助の対象にならないリフォーム工事例

対象となる期間 1

補助額・補助上限 1 補助額
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計

2

3

手続き期間 ・交付申請の予約 申請受付開始日～予算上限に達するまで
（遅くとも2026年11月16日まで）

・交付申請期間 申請受付開始日～予算上限に達するまで
（遅くとも2026年12月31日まで）

★問い合わせ：住宅省エネ2026ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ補助事業合同お問い合わせ窓口

  ℡ 0570-081-789（ナビダイヤル）
　※各種補助事業（みらいエコ住宅・先進的窓リノベ・給湯省エネ）の合同窓口

★受付時間：９時～１７時（土・日・祝日含む）

★ホームページ：https://window-renovation2026.env.go.jp

窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、リフォーム工事をすること
リフォームする住宅の所有者等であること

以下の１、２を満たし、３に該当しない工事を対象とします。

既存住宅であること（戸建、集合住宅等の別は問わない）

以下の１、２を満たす方が対象になります。

2025年11月28日　～　遅くとも2026年12月31日まで

複数回行うリフォーム工事

補助上限

工事着手の期間

■先進的窓リノベ
　2026事業

１戸あたり100万円（住宅の場合）

補助額は、工事の内容、建物の種類、対象製品の性能とサイズにより異
なります

（詳細は、下記ホームページまたは問い合わせ窓口でご確認ください）

　先進的窓リノベ2026事業は、2050年ネット・ゼロの実現や2030年
度の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、断熱性能の高い窓の導入を支
援し、住宅の脱炭素化とウェルビーイング／高い生活の質の実現に貢献す
るとともに、先進的な断熱窓の導入加速により、価格低減による産業競争
力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現することを目的と
する事業です。

同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で
申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請ごとにすべての補
助要件を満たす必要があります。

既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用し
て、複層ガラス等に交換する工事

既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取
り除き、新たな内窓に交換する工事

カバー工法
既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆
い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事

はつり工法
既存窓のガラス及び窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、
複層ガラス等に交換する工事

カバー工法
既存ドアの枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取
り付け、ドアを交換する工事

はつり工法
既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換
する工事

ガラス交換

内窓設置

ドア交換

工
事
内
容

外窓交換

・ 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事

・ 外気に面していない窓（ガラス）およびドアの交換工事

・ ドア交換のみを補助対象とする工事

・ 住宅所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事

・ 中古品を用いた工事

※ 上記以外にも補助の対象にならないものがあります。詳細は問合せ窓口にてご確認ください
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◆ 住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）の融資

■ 高齢者向け返済特例制度
（バリアフリー工事・

   工事・耐震改修工事）

融資限度額
・

・

ａ 建物の固定資産税評価額×100/70
ｂ 工事請負金額に次のいずれかの評価率を乗じて得られる額

・戸建てで請負金額700万円以上の場合：52％
・戸建てで請負金額700万円未満の場合：40％
・マンションの場合：55％

融資金利 借入申込金の金利が適用されます。（全期間固定金利）

利用できる人 次のすべてにあてはまる方
　・借入申込時に満60歳以上の方（年齢の上限なし）

　 　・ご自分が居住する住宅をリフォームする方等
　・総返済負担率が次の基準以下である方
　　年収400万円未満の場合　30％以下
　　年収400万円以上の場合　35％以下
　・日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方

対象となる工事 部分的バリアフリー工事（下記のいずれかの工事）

耐震改修工事（下記のいずれかの工事）

・

・

ヒートショック対策工事（下記のいずれかの工事）
・ 外壁、床、屋根または天井に断熱材を設置する工事

・ 内窓を設置する工事または複層ガラスに取り替える工事

・ 非居室に据付け式の暖房機または熱交換型換気設備を設置する工事

・ 便所に暖房便座または温水シャワー付き便座を設置する工事

・ 浴室をユニットバスにする工事

★問い合わせ：住宅金融支援機構カスタマーセンター
 ℡ 0120-0860-35（通話無料）

★受付時間：9時～17時（祝日および年末年始を除きます）

※

「保証ありコース」の場合

　【土地】

　　全部改築工事の場合：工事請負契約書の請負金額×60％

認定耐震改修工事（建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定により
認定を受けた耐震改修計画に従って行う工事）

　ヒートショック対策

②機構による担保評価額（建物と土地の担保評価額の合計）

　【建物】

各コース、次の①または②のいずれか低い額（10万円以上、1万円単位） 　 　

①1,500万円

　　全部改築工事以外の場合：（次のａとｂの合計額）×60％

　・床の段差解消
　・廊下および居室の出入口の幅員の確保
　・浴室および階段の手すり設置

耐震補強工事（機構の定める耐震性に関する基準に適合するための工
事、耐震シェルターを設置する工事、特定の居室を補強する工事）

②機構が承認している保証期間が保証する限度額
「保証なしコース」の場合
①1,500万円

帯広市内の取扱い金融機関については、(独)住宅金融支援機構カスタマーセンターへ
お問い合わせください。

　満60歳以上の方がご自分が居住する住宅に部分的バリアフリー工
事、ヒートショック対策工事または耐震改修工事を含むリフォーム
を行う場合に、返済期間を申込人全員がお亡くなりになるときまで
とし、毎月のお支払いを利息のみとする返済方法です。
　借入金の元金は申込人全員が亡くなられたときに、相続人の方か
ら、融資住宅および土地の売却、自己資金などにより、一括してご
返済いただきます。

　　固定資産税評価額×100/70×60％
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■

○補助額 最大５０万円（対象工事費用の８０％）

○募集件数　 10件

○募集期間 令和８年４月１日（水）～募集件数に達するまで

※土・日・祝日の受付は行いません。

※完了実績報告書、請求書は令和９年３月１５日

　（月）までに提出が必要です。

★問い合わせ：帯広市役所6階　建築開発課
  ℡ 0155-65-4179

・市内に所在する特定空家等（※１）
・市による事前調査で、住宅地区改良法に基づく「不良住宅」
　（※２）と判定された住宅
・所有権以外の権利が設定されていない住宅であること
・補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと
・この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていない住
　宅であること

条　　　　件

・市内に所在する空家等の所有者（法人を除く）。所有者が死
　亡している場合は相続人。
・市税等を滞納していない方（納税状況により対象となる場合
　があります。）
・所得の世帯総額が5５０万円以下（確認できる最新のもの）
・暴力団員でない方。
・過去に帯広市特定空家解体補助金を受けていない方。

次に示す条件を全て満たすものとします。
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき
　北海道知事の解体工事者登録を受けた者または「建設業法」
　による許可を受け建設工事を請け負う業者
・帯広市内に事務所または営業所を有するもの
※当該工事の全てを他に委託することはできません。

・対象となる空家等が、補助金交付申請の要件を満たしている
　か確認するため、事前の現地調査が必要となります。
・事前調査の結果、特定空家等及び不良住宅に該当すると判断
　された住宅は、交付申請が可能となります。
・事前調査から補助金交付決定までは２か月程度の期間を要し
　ます。

帯広市特定空家解体補助金

工事施工者

　

対象となる方

備　考

　住宅性能が著しく低下している特定空家の解体工事費用の一部
を補助します。交付申請前に帯広市が実施する事前調査が必要で
す。

次に示す条件を全て満たす除却工事を対象とします。
・敷地内の補助対象物件全てを除却する工事であること
・補助対象者が請負契約を締結する工事であること

対象住宅

対象工事

申請の条件

空家を解体する方へ

※１ 特定空家等とは
帯広市が、以下のいずれかの状態にあると判断し、認定した空家等をいいます。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

※２ 不良住宅とは
主として居住の用に供される建築物または建築物の部分で、その構造または設備が著しく不良で
あるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいいます。
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◆ 帯広市の助成

■ 帯広市新エネルギー導入促進補助金

・ 太陽光発電システム　　　　　

○補助率（額） ①（発電出力-4ｋW）×1万円＋5万円
②③補助対象経費の10分の1

  ①太陽光発電システム(発電出力4.01～9.99kW)（上限10.9万円）
  ②太陽光発電システム(発電出力4.00kW以下)（上限5万円）
  ③定置型蓄電池（上限10万円）

○募集件数 ①②計1,540万円に達するまで
③150件

○募集期間 令和8年4月1日(水)～令和9年1月29日(金)

・

○補助率（額） ①補助対象経費の2分の1
②補助対象経費の10分の1

①木質ペレットストーブ（上限10万円）
②Ｖ２Ｈ充放電設備（上限6万円）

○募集件数 ①10件
②５件

○募集期間 令和8年4月1日(水)～令和9年1月29日(金)

・

　
○補助率（額） 補助対象経費の10分の１以内

①エコキュートまたはエコジョーズのみ（上限3万円）
②エコジョーズ＋ガスエンジンコージェネレーションシステム
（上限11万円）
③エコジョーズ＋家庭用燃料電池（上限11万円）

　
○募集件数 ①160件

②③  合わせて20件
　

○募集期間 令和8年4月1日(水)～令和9年1月29日(金)

★問い合わせ：帯広市役所6階　環境課
  ℡ 0155-65-4135

■

○貸付額 １件あたり上限170万円

○募集件数
　
○募集期間 令和8年4月1日(水)～令和8年12月28日(月)
※

★問い合わせ：帯広市役所6階　環境課
  ℡ 0155-65-4135

　太陽光発電システムを住宅に設置する個人に、設置費用の一部
を無利子で貸付します。

　太陽光発電システム、定置型蓄電池を住宅または事業所に設置
する個人または事業者に、設置費用の一部を補助します。

太陽光発電システム
導入資金貸付制度

※CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）、潜熱回収型ガ
ス給湯暖房機（エコジョーズ）のみの設置は、非省エネ型からの
入替が要件となります。

定置型蓄電池　　　　

この貸付制度は、帯広市の「新エネルギー導入促進補助金」
（前項掲載）と併せて使うことが出来ます。

木質ペレットストーブ

Ｖ２Ｈ充放電設備

　木質ペレットストーブ、Ｖ２Ｈ充放電設備を住宅に設置する個
人に、設置費用の一部を補助します。

ＣＯ２冷媒ヒートポン
プ給湯器（エコキュー
ト）

潜熱回収型ガス給湯
暖房機（エコジョー
ズ）
[ガスエンジンコー
ジェネレーションシス
テムまたは家庭用燃料
電池併設含む]

　CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）または潜熱回収
型ガス給湯暖房機（エコジョーズ）[ガスエンジンコージェネレー
ションシステムまたは家庭用燃料電池併設含む]を住宅に設置する
個人に、設置費用の一部を補助します。

７件

新エネルギー・省エネルギー機器を
住まいへ導入する方へ
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◆ 土地の筆界がわからない・・・

■ 筆界特定制度

※筆界とは ・ ・ ・ ・ ・

★問い合わせ：釧路地方法務局帯広支局
  ℡ 0155-24-5837

◆ 入居が断られないか心配・・・

■ 家賃債務保証制度

保証の対象 ・ 滞納家賃（共益費・管理費を含む）
・ 原状回復費用（残置物の撤去を含む）および訴訟費用

保証料 ・ 2年間の保証で月額家賃の35％を一括払い（原則入居者負担）

★問い合わせ：（一財）高齢者住宅財団　債務保証課
  ℡ 03-6880-2781

★ホームページ：https://www.koujuuzai.or.jp
★受付時間：9:30～17:45（土日、祝祭日、年末年始を除く）

　高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、登録住宅
入居者世帯等の住宅確保要配慮者の方が賃貸住宅に入居する際の
家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことで、賃貸住宅
への入居を支援する制度です。

　土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、
筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏ま
えて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

　土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定
められた線であり、所有者同士の合意などによって変更すること
はできません。

　制度の対象となる賃貸住宅は、高齢者住宅財団と家賃債務保証
制度の利用に関する基本約定を締結した住宅です。

その他の住まいの制度
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◆ 住宅に問題が発覚したけど、売主業者が倒産・・・

■ 住宅瑕疵担保履行法

保証期間 ・ 10年間

保証箇所 ・ 住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分

■ 住宅瑕疵担保責任保険

■

登録事業者を探すには

　検索サイトＵＲＬ　https://www.kashihoken.or.jp

★問い合わせ：公益財団法人
 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
「住まいるダイヤル」
  ℡ 03-3556-5147

★受付時間：10時～17時（土、日、祝休日、年末年始を除く）

　瑕疵を補修する責任のある業者が倒産しても購入者が補修費用等
を負担しなくてすみます。

リフォームかし保険
（任意）

　リフォームかし保険では、後日、工事に欠陥が見つかった場合に
補償費用等の保険金が事業者（事業者が倒産等の場合は発注者）に
支払われ、無償で直してもらうことができます。
　また、リフォーム工事の施工中や工事完了後に第三者検査員（建
築士）による現場検査を行います。これにより、質の高い施工が確
保されます。

　保険加入の住宅は、トラブルの際に紛争処理制度（あっせん、調
停、仲裁）が利用できます。

　新築住宅の売主等（建設業者・宅建業者）が、住宅瑕疵担保責任
保険法人との間で保険契約を締結し、その住宅に瑕疵が判明した場
合、その補修費用等が保険金によりてん補される制度です。

　平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が対象となりま
す。

　新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行わ
れるよう、保険や供託を義務付けるものです。

　一般社団法人　住宅瑕疵担保責任保険協会の登録事業者等の検索
サイトで検索できます。

　また、売主等が倒産していて補修が行えない場合等は、発注者や
買主が住宅瑕疵担保責任保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用（保
険金）を直接請求することができます。
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◆ 安心・安全な住宅に住みたい・・・

■ 住宅性能表示制度

具体的な内容 ・

・

・

制度のメリット ・

・

・ 地震保険料の割引を受けることができる

★問い合わせ：一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
  ℡ 03-5229-7440

★受付時間　：9:30～17:30（土日、祝日、年末年始を除く）

□ マンション管理に関する支援制度

■ 帯広市マンション
管理計画認定制度

○

○ 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される

○

○

○ マンション長寿命化促進税制（固定資産税の特例措置）

【認定対象】　帯広市内の区域に立地するマンション

【認定手続きの方法】

★問い合わせ：帯広市役所6階  建築開発課
  ℡ 0155-65-4179

★問い合わせ：公益財団法人マンション管理センター
　企画部　管理計画認定手続支援サービス係
  ℡ 03-6261-1274

万一のトラブル発生時には指定住宅紛争処理機関を利用できる

民間金融機関による性能表示住宅の住宅ローン優遇が受けられる

　マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利
用し、「事前確認適合証」の発行を受けた後、帯広市へ管理計画
認定申請をしてください。

住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされるこ
とを原則とすることにより、表示された性能を実現します。

　「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画
が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンション
として認定を受けることができる制度です。認定を取得すること
で、下記の効果が期待されます。

区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上し
やすくなる

適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地
域価値の維持向上に繋がる

住宅金融支援機構の「フラット３５」及び「マンション共用部分
リフォーム融資」の金利の引き下げ等

住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備して、
評価結果の信頼性を確保します。

住宅の性能（構造耐力、省エネルギー性、遮音性等）に関する表
示の適正化を図るための共通ルール（表示の方法、評価の方法の
基準）を設けることで、消費者による住宅の性能の相互比較を可
能にします。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、良質な住宅
を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度で
す。

・市内に住所を有する方・建築物の維持保全、長寿命化を目的としたもの・建築物の維持保全、長寿命化を目的としたもの
申請の条件

・市内に住所を有する方・建築物の維持保全、長寿命化を目的としたもの・建築物の維持保全、長寿命化を目的としたもの
申請の条件
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◆ 市税

■ 固定資産税

■ 都市計画税

※ なお納税に際しては、上記２つの税金を併せて納めていただきます。

★問い合わせ：帯広市役所2階　資産税課
  ℡ 0155-65-4123

◆ 道税

■ 不動産取得税

非課税のものの一例

・相続による不動産の取得

・宗教法人、学校法人等によるその本来の事業の用に供する

　不動産の取得

・社会福祉法人による社会福祉事業の用に供する不動産の取得

★問い合わせ：十勝総合振興局　課税課不動産取得税係
  ℡ 0155-27-8530

◆ 国税

■ 登録免許税

★問い合わせ：釧路地方法務局 帯広支局
  ℡ 0155-24-5837

■ 印紙税

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

　毎年１月１日（賦課期日）において、都市計画区域のうち、原
則として市街化区域内に所在する、土地・家屋を所有している人
に、その評価額に応じて負担していただく税金です。
　税率は０．３％です。

　相続による取得を除き、家屋の建築、土地や家屋の購入等で不
動産を取得した場合に課税される税金です。

　土地や家屋の売買・相続などにより、登記の申請をする場合
は、法律（登録免許税法など）で定められた登録免許税を納付す
る必要があります。

　住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、
課される税金です。

　毎年１月１日（賦課期日）において、土地・家屋・償却資産
（これらを総称して「固定資産」といいます）を所有している人
に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税金です。
　税率は１．４％です。

住まいに係る税金
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■ 住宅リフォームに関する減税制度

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

★問い合わせ：帯広市役所2階　資産税課
  ℡ 0155-65-4123

■

○所得税、贈与税、相続税 ・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非
　課税措置
・住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

・既存住宅に係る不動産取得税の特例措置

★問い合わせ：十勝総合振興局　課税課　不動産取得税係
  ℡ 0155-27-8530

　10年以上のローンを組んで一定のリフォームを行った場合、毎年の住宅ローン残高の0.7％を10年
間、所得税から控除。（所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除。）

中古住宅取得後に耐震改修
工事を行う場合における住
宅ローン減税等の適用

○所得税（リフォーム促進税制）

○固定資産税

○所得税（住宅ローン減税・増改築）

　一定のリフォームを行った場合、対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10％を所得額か
ら控除。（対象工事限度額超過分及びその他工事も、一定の範囲で5％の税額控除が可能。）

○不動産取得税

バリアフリーリフォーム
　昭和５７年１月１日以前に建
築された住宅に建築基準法の耐
震基準に適合する改修を行った
場合、対象になります。
　一定の要件を満たすと、工事
完了の翌年度分に限り、床面積
１２０㎡分を限度に固定資産税
の２分の１（改修により長期優
良住宅に該当するものは３分の
２）が減額になります。書類の
提出など手続きが必要です。

　現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であって
も、所要の耐震改修に係る手続きを行い、確定申告等の際に必要
書類を提出することにより、以下の特例措置の適用が可能となり
ます。

　建築された日から１０年以上経過
していて、６５歳以上か障害のある
人、介護保険の要介護認定または要
支援認定を受けている人が居住して
いる住宅にバリアフリー改修を行っ
た場合、対象になります。
　一定の要件を満たすと、工事完了
の翌年度分に限り、床面積１００㎡
分を限度に固定資産税の３分の１が
減額になります。書類の提出など手
続きが必要です。

耐震リフォーム 省エネリフォーム
　平成２６年4月1日以前に建
築された住宅に省エネ基準に
適合する熱損失防止改修を
行った場合、対象になりま
す。
　一定の要件を満たすと、工
事完了の翌年度分に限り、床
面積１２０㎡分を限度に固定
資産税の３分の１（改修によ
り長期優良住宅に該当するも
のは３分の２）が減額になり
ます。書類の提出など手続き
が必要です。

税金の軽減措置

居住開始年 借入限度額 控除率 控除期間 最大控除額

R8～R12 2,000万円 0.7% 10年間 140万円

対象工事限度額 控除率 対象工事 対象工事限度額 控除率
250万円 62.5万円
200万円 60万円

250万円(350万円※3) 62.5万円(67.5万円※3)

250万円 62.5万円
耐震＋省エネ＋耐久性向上 500万円(600万円※3) 75万円(80万円※3)

耐震or省エネ＋耐久性向上 250万円(350万円※3) 62.5万円(67.5万円※3)

250万円 62.5万円
※1　標準的な費用相当額が対象工事限度額を上回る場合は、対象工事限度額が対象。標準的な費用相当額が対象工事限度額を下回る場合は、その金額が対象。

※2　必須工事全体に係る標準的な費用相当額の方が少ない場合は、その金額

※3　カッコ内の金額は、省エネ改修工事を行い、あわせて太陽光発電設備を設置する場合。

1,000万円から必
須工事の対象工事
限度額を引いた額

※2

5%

その他工事 最大控除額
(必須工事とその他工事の合計)

子育て

対象工事（いずれか実施）

10%
※1

必須工事

必須工事の
対象工事限
度額超過分
及びその他
のリフォー

ム
長期優良住宅化

耐震
バリアフリー

省エネ
三世代同居
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■ 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅（所得税、登記免許税、不動産取得税、
固定資産税）に関する税の特例

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

★問い合わせ：釧路地方法務局 帯広支局
  ℡ 0155-24-5823

★問い合わせ：十勝総合振興局　課税課　不動産取得税係
  ℡ 0155-27-8530

★問い合わせ：帯広市役所2階　資産税課

  ℡ 0155-65-4123

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

4,500万円
※1

借入限度額

低炭素住宅

409.5万円

３,500万円

13年

13年

※1　子育て世帯等（居住した年の12月31日時点で「19歳未満の扶養親族を有する世帯」または「夫婦のいず
れかが40歳未満の世帯」の方に該当する場合、借入限度額は【5,000万円（最大455万円）】になります。

○登録免許税（以下の税率が適用になります。）

※長期優良住宅、認定低炭素住宅については、19ページをご覧ください。

　一定要件を満たす新築住宅については、床面積１２０
㎡までの固定資産税が下記期間に限り２分の１に減額さ
れます。

２階建以下の一般住宅　　　⇒新築後３年度分
３階建以上の中高層耐火住宅⇒新築後５年度分

最大控除額

　長期優良住宅の認定を受けた新築住宅で、一定
要件を満たすものについては床面積１２０㎡まで
の固定資産税が下記期間に限り２分の１に減額さ
れます。

２階建以下の一般住宅　　　⇒新築後５年度分
３階建以上の中高層耐火住宅⇒新築後７年度分

1300万円控除

○固定資産税

所有権移転登記 0.3%

一般住宅 認定長期優良住宅

戸建て0.2％
ﾏﾝｼｮﾝ0.1％

0.1%

318.5万円

所有権保存登記

1200万円控除

控除期間

0.1%

令和８年１月１日
～

令和12年12月31日

新築住宅
・

買取再販

認定長期優良住宅

0.7%

既存住宅

○所得税（住宅ローン減税）住宅借入金等特別控除

0.1%

一般住宅
○不動産取得税

控除率

一般住宅特例 長期優良住宅
0.15%

居住開始日
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■ 住宅取得資金の贈与の特例

贈与税非課税限度額
　

質の高い住宅の要件

・所得要件 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額2,000万円以下

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

■

※贈与のあった年の１月１日時点の年齢

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

■

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

■

★問い合わせ：釧路地方法務局 帯広支局
  ℡ 0155-24-5823

■

★問い合わせ：帯広税務署
  ℡ 0155-24-2161

新築住宅

既存住宅
・増改築

①断熱等性能等級４以上かつ一次エネルギー消費量等級４以上
②耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上または免震構造物
③高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上

　父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、一定
の住宅を新築、取得または増改築しこれに居住した場合、一定額
までの贈与が非課税とされます。

買取再販で扱われる住宅の
取得に係る登録免許税の特
例措置

  相続人が、相続により生じた古い空き家または当該空き家の除
却後の敷地を令和9年12月31日までの間に譲渡した場合、譲渡
所得から3,000万円を特別控除する制度です。

空き家の発生を抑制するた
めの特例措置

　個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上をはかるための
特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移
転登記に係る登録免許税の税率を0.1％に軽減する制度です。

相続時精算課税制度 　60歳以上※の父母などの直系尊属から、受贈者である18歳以
上※の子や孫に対して生前贈与するとき、年110万円の基礎控除
と2,500万円の特別控除を超える部分について一律20％の税率
で贈与税を課税する制度です。贈与者が亡くなったときにその贈
与をした財産（年110万円の基礎控除分を除く）を相続財産に加
算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いて相続
税を納める流れとなります。

　父母などの直系尊属から贈与により、自己の居住の用に供する
住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための
金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者が
60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができま
す。

住宅取得資金の相続時精算
課税選択の特例

①断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上
②耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上または免震構造物
③高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上

住宅用家屋の取得等に係る贈与の期間 質の高い住宅 一般住宅

令和６年１月１日～令和８年12月31日 1,000万円 500万円
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■ 特別な事情による固定資産税の減免制度

1

2

3

4

★問い合わせ：帯広市役所2階　資産税課
  ℡ 0155-65-4123

概要
災害で滅失などした固定資産 震災、風水害、火災、落雪等により甚大な被害を

受けた場合、規定の割合に応じ、減免の対象とな
ります。

・下表のいずれかの条件に該当する土地や建物などの固定資産は、申請することで税金が減免にな
る場合があります。減免には詳細な基準や要件があります。
また、納期限を過ぎたものや既に納付されたものは減免できません。
・減免の条件に該当しなくなった資産については、減免事由消滅の申請が必要になります。
・対象や手続きなど詳細は問い合わせください。

公共または公益のために利用されている固定資産
について、減免の対象となります。

生活保護法による扶助を受けている方、またはこ
れに準じた方が所有する固定資産が減免の対象と
なります。

公共の用に供する固定資産

公益のために使用する固定資産

貧困により公私の扶助を受ける人の所有する
固定資産
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■ 建築確認申請

★問い合わせ：帯広市役所6階　建築開発課
  ℡ 0155-65-4181

■ 住居表示の届出

★問い合わせ：帯広市役所1階　戸籍住民課住民記録係
  ℡ 0155-65-4141

■ 登記の申請

★問い合わせ：釧路地方法務局 帯広支局
  ℡ 0155-24-5837

■ 未登記家屋の申告

★問い合わせ：帯広市役所2階　資産税課
  ℡ 0155-65-4123

　建物を新築した場合は表題登記の申請を、建物を相続した場合
は相続登記の申請をすることが義務付けられています。また、建
物を購入した場合などにおいても、自身の権利や財産を確実に守
り、登記をしないことによる不利益を回避するためには、所有権
移転登記の申請などを行うことが重要です。

　住居表示区域内で、建物の新築をした場合は、その住所を決め
るために住居表示の届出が必要です。建替えや増改築の場合も建
物の入口が変わると住居番号（住所）が変わることがあります。
   対象となる建主さま宛てに案内文書を送付いたします。

　建物を新築し法務局に登記申請しなかった場合や、登記されて
いない建物の所有者の変更があったときは、資産税課へ届出が必
要です。

　建築物を建てる場合、その建築計画が建築基準法その他関係法
令に適合しているかどうかについて、建築主事の確認を受けるこ
とが必要です。

住まいに関する届出等
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◆ 住まいの様々な問題に関する相談

■ 住まいのワンストップ

相談窓口

窓口概要
○場所

市庁舎10階
※第４火曜日は、ＺＯＯＭによるリモート相談も可

○日時
毎月第２日曜日・第４火曜日（火曜日が祝日の場合は翌営業日）

①13:00～　②14:00～　③15:00～のうち、30分以内

（リモート相談の場合は45分以内）

※要予約（相談日の８日前までにご予約ください）

○相談できる内容
空き家を含む住宅に関する売却・相続・管理・リフォーム等の
相談

○対応する専門家
弁護士、司法書士、建築士、宅地建物取引士、土地家屋調査士

★問い合わせ：「住まいの総合相談窓口」
　帯広市役所6階　建築開発課
　℡ 0155-65-4179

　空き家を含む住宅に関する様々な問題に対応するため、弁護士や
建築士等の各分野の専門家と連携した、無料の相談窓口を設置して
います。

※事前に建築開発課にて、相談内容を確認のうえ、相談日の予約と
　なります。

住まいに関する相談

帯 広 市 内
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◆ トラブルに関する相談

■ 市民相談室

★問い合わせ：帯広市西5条南7丁目1番地　帯広市役所1階
  ℡ 0155-65-4200

★日時：一般相談

       無料法律相談

■

★問い合わせ：帯広市西12条南17丁目4番地
  北海道宅地建物取引業協会帯広支部内
  ℡ 0155-22-7060

★日時：毎週水曜　13時30分～16時00分
　　　　（祝日・年末年始・GW・お盆除く）

       ※電話等で事前にご予約の上、来所ください

■

★問い合わせ：帯広市西4条南13丁目　とかちプラザ1階
  ℡ 0155-22-8393

★日時：火曜～土曜　10時～17時（年末年始を除く）
       ※月曜が祝日の場合は翌日が休館になります

　市民の日常生活上生じる悩みごとの解消に努め，より市民の利
便性を図ることを目的として一般市民相談・無料法律相談を行っ
ています。

　無料法律相談（予約制※）では、借家関係、損害賠償など、民
事関係について弁護士に相談することができます。

帯広市消費生活
アドバイスセンター

北海道宅地建物取引業
協会帯広支部
不動産無料相談所

　※電話による予約はできません。事前に市民相談室（木曜日
　　以外の一般相談日）にて、相談員と相談内容を確認のうえ
　　相談日時の予約となります。

　アパートの契約や退去に関する相談、土地や建物を購入する際
の疑問、ご相談、宅地建物取引に関する苦情相談など不動産に関
するさまざまな事がらについて、専門の相談員等が相談に対応い
たします。

水曜 13時～15時
（祝日、年末年始を除く）

※事前に市民相談室（木曜日以外の
　一般相談日）に、ご相談ください。

　高齢者を狙ったリフォーム詐欺、引越し業者とのトラブル、購
入時の手付金や賃貸の申込金、敷金の未返還問題、賃貸アパート
退去時のトラブル、欠陥住宅やシックハウス問題など、契約一般
に関する相談を受け付けています。

月曜・火曜・水曜・金曜
8時45分～17時30分
（祝日、年末年始を除く）

帯 広 市 内
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■ 法テラス 　法的トラブル解決のための総合案内所です。

★問い合わせ先：法テラス・サポートダイヤル
  ℡0570-078374

★日時：平日　　9時～21時　土曜日　9時～17時

　　　　（祝日、年末年始を除く）

★問い合わせ先：釧路弁護士会帯広会館

 帯広市東８条南９丁目１番地

  ℡0155-66-4877

★受付時間：平日　9時～17時　※前日まで受付

★相談日時：毎週木曜日　13時30分～16時30分

　　　　　　（祝日、年末年始を除く）

◆ 住宅の建築に関する相談

★問い合わせ：帯広市西６条南６丁目３番地ソネビル５階
  ℡ 0155-21-6270

★日時：随時受け付けています。
       （平日　9時30分～16時30分の間に事前連絡して
       ください）

■ 北海道建築指導センター
住宅相談室

★問い合わせ：札幌市中央区北3条西3丁目1番地
  札幌北三条ビル8階
  ℡ 011-222-6070

★日時：一般相談 平日　10時～16時
（祝日、夏期休業日、年末年始を除く。
昼食時は休憩、面談相談は要予約）

       法律相談 毎月第2・4火曜 13時～16時（要予約）

　一般相談については、面談及び電話相談に対応しています。
　法律相談については、面談相談のみとなっており、事前の予約
が必要になります。

　住宅の計画・設計・施工・リフォームや資金及び法律問題など
について、道民の方々のための相談窓口を開設しています。
　また、北方型住宅についてのご相談、お問い合わせも受け付け
ています。

　面談や電話により、お問い合わせの内容に応じた法制度や手続
き、関係機関の相談窓口をご案内します。

■

　また、弁護士・司法書士による法律相談が必要な方が、経済的
にお困りの場合には、法テラスの民事法律扶助による無料法律相
談をご案内します。

・無料法律相談の予
　約

北海道建築士事務所協会
十勝支部
建築相談調査会

　快適な暮らしを支援するため、専門知識を駆使し、建築に起こ
りがちなトラブルへの対応、アドバイスなどを行っています。

・法制度や相談窓口
　等の案内

帯 広 市 外

帯 広 市 内

帯 広 市 外
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■ 　国土交通大臣から指定を受けた住宅相談の専門窓口です。

★問い合わせ：電話相談窓口「住まいるダイヤル」
  ℡ 03-3556-5147

★受付時間：10時～17時
   （土、日、祝休日、年末年始を除く）

◆ マンション管理に関する相談

■

★問い合わせ：札幌市中央区南9条西3丁目2番5号
  南9条ビルパークビル3階 311号室
  ℡ 011-551-0110

★日時：月曜～土曜　10時～15時（祝日、年末年始を除く）

北海道マンション管理士会
無料電話相談

　欠陥住宅、住宅部品の不良・欠陥、シックハウス症候群住宅の
新築や購入時のアドバイス、リフォームの見積り相談など。住宅
に関するご相談はどんなことでも受け付けています。

住宅リフォーム・紛争処
理支援センター
住宅相談窓口

　マンションの維持・管理に関する諸問題を抱えている管理組合
及び区分所有者からの相談に応じ、的確な情報の提供をおこなっ
ています。

帯 広 市 外
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《帯広市 住まいの総合相談窓口》
（本パンフレットに関するお問合せ先）

帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課

〒080-8670 帯広市西５条南７丁目１番地

TEL：0155-65-4179 FAX：0155-23-0159
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